
瀬戸市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。  

平成２８年５月３１日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第２８号 

瀬戸市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則  

瀬戸市消防団員等公務災害補償条例施行規則（昭和６２年瀬戸市規則第

１２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表第４（第６条関係） 別表第４（第６条関係） 

介護を

要する

状態の

区分 

介護を受けた日の

区分 

金額 

常時介

護を要

する状

態 

１ １の月に介護

に要する費用を

支出して介護を

受けた日がある

とき（次号に掲

げ る場 合を除

く。） 

その月における介

護に要する費用と

して支出された費

用の額（その額が

１０万４，９５０

円を超えるとき

は、１０万４，９

５０円） 

２ １の月に親族

又はこれに準ず

る者による介護

を受けた日があ

るとき（その月

に介護に要する

費用を支出して

月額５万７，０３

０円（新たに介護

補償を支給すべき

事由が生じた月に

あっては、介護に

要する費用として

支出された額） 

介護を

要する

状態の

区分 

介護を受けた日の

区分 

金額 

常時介

護を要

する状

態 

１ １の月に介護

に要する費用を

支出して介護を

受けた日がある

とき（次号に掲

げ る場 合を除

く。） 

その月における介

護に要する費用と

して支出された費

用の額（その額が

１０万４，５７０

円を超えるとき

は、１０万４，５

７０円） 

２ １の月に親族

又はこれに準ず

る者による介護

を受けた日があ

るとき（その月

に介護に要する

費用を支出して

月額５万６，７９

０円（新たに介護

補償を支給すべき

事由が生じた月に

あっては、介護に

要する費用として

支出された額） 



介護を受けた日

がある場合にあ

っては、当該介

護に要する費用

として支出され

た額が５万７，

０３０円以下で

あ ると きに限

る。） 

随時介

護を要

する状

態 

１ １の月に介護

に要する費用を

支出して介護を

受けた日がある

とき（次号に掲

げ る場 合を除

く。） 

その月における介

護に要する費用と

して支出された費

用の額（その額が

５万２，４８０円

を超えるときは、

５万２，４８０

円） 

２ １の月に親族

又はこれに準ず

る者による介護

を受けた日があ

るとき（その月

に介護に要する

費用を支出して

介護を受けた日

がある場合にあ

っては、当該介

護に要する費用

として支出され

た額が２万８，

５２０円以下で

あ ると きに限

る。） 

月額２万８，５２

０円（新たに介護

補償を支給すべき

事由が生じた月に

あっては、介護に

要する費用として

支出された額） 

 

介護を受けた日

がある場合にあ

っては、当該介

護に要する費用

として支出され

た額が５万６，

７９０円以下で

あ ると きに限

る。） 

随時介

護を要

する状

態 

１ １の月に介護

に要する費用を

支出して介護を

受けた日がある

とき（次号に掲

げ る場 合を除

く。） 

その月における介

護に要する費用と

して支出された費

用の額（その額が

５万２，２９０円

を超えるときは、

５万２，２９０

円） 

２ １の月に親族

又はこれに準ず

る者による介護

を受けた日があ

るとき（その月

に介護に要する

費用を支出して

介護を受けた日

がある場合にあ

っては、当該介

護に要する費用

として支出され

た額が２万８，

４００円以下で

あ ると きに限

る。） 

月額２万８，４０

０円（新たに介護

補償を支給すべき

事由が生じた月に

あっては、介護に

要する費用として

支出された額） 

 

  

附 則 



 （施行期日）  

１ この規則は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この規則による改正後の規定は、平成２８年４月１日以後の期間に係

る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額につ

いては、なお従前の例による。  

 


